
団体名

評価調書（県総合評価調書）

【評価の基準】

　　　（１）多様化・高度化する県民ニーズや社会経済情勢等の変化への的確な対応

　　　（２）厳しい財政状況を踏まえた簡素で効率的な事業展開

　　　（３）県の財政的、人的関与の適正化による主体的・機動的な団体運営

　　　（４）役職員体制の適正化による自律的かつ効率的な組織運営

　　　（５）積極的な情報提供の推進による団体に対する県民の理解と信頼の促進

１．評価結果（個別観点）

評　価

評価の目安

公益財団法人しまね女性センター

A

A

A

B財務内容

県の財政的関与につい
て

○平成16年度までは、財団自主事業の運営や宿泊事業の赤字補填を、運用財産の取り崩しにより対応してお
り、運用財産の枯渇が課題となっていたが、平成17年度以降、指定管理者として行うセンター管理運営事業に
おける経費縮減により、自主財源の確保に努めている。
〇令和５年度は、宿泊事業がコロナ禍前の水準まで回復したことなどにより、一般正味財産残高は２年連続で
増加した。今後も、公益財団法人としての財務基準を満たしつつ、収益事業にも取り組みながら健全な財政運
営に努めていく必要がある。

○財団の主な事業は、公の施設の管理運営と県の事業の受託であるため、県への財
政的依存度は高いが、管理運営事業における経費縮減に努めるとともに、宿泊収益等
により、自主財源の確保に努めている。

A:良好である　B:ほぼ良好である　Ｃ：やや課題がある　D:課題が多い　

評価内容

団体のあり方

組織運営

事業実績

県の人的関与について

○当該財団は、島根県立男女共同参画センター「あすてらす」を拠点として、男女共同参画を推進するための
事業を総合的に展開することにより、男女共同参画社会の実現に寄与することを目的に、平成10年に設立さ
れた。
○設立以来、男女共同参画への理解促進や女性の人材育成を進めるため、広報・啓発や学習・研修事業の
実施、地域における啓発活動の支援など、事業の実施主体として、県と一体となって推進している。
○平成17年度からは、「あすてらす」の指定管理者として、施設の管理運営を行っている。現在の指定管理期
間は、令和６年度末までの５年間となっている。
○当該財団は、専門的知識と独自に培った県民との幅広いネットワークを持ち、県内全域をカバーできる唯一
の団体であり、これまでの地道な取り組みにより、県、市町村、企業団体や学校等からの信頼や期待も大き
く、全県的な広がりをもって男女共同参画を推進していくためには、その存在は重要である。
○平成28年４月からの女性活躍推進法の全面施行に合わせ、職場における女性活躍の推進についても、こ
れまで以上に取り組みを強化している。
○今後、持続性のある事業展開、財団運営について検討していく必要がある。

○県職員の派遣については、平成22年度末で終了。

○引き続き適切な体制が取れており安定した組織運営に努めている。
○理事長と職員との意見交換の機会を年一回は設け、職員の声を聴くとともに、令和２年度には、財団の給与
規程を改正し、専門職員と事務職員の制度的な差異を解消することに加え、令和２年３月には平成28年10月
に引き続き女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、働きやすい職場環境の確保や職員の処遇改善に取
り組んでいる。
○施設管理部門においては、有期労働契約による雇用であるが、無期転換ルールに合わせて、申し出があれ
ば無期労働契約職員として雇用できるよう規定等を整備している。
○中長期的な視点に立った人材の確保、育成については引き続き検討が必要である。

○県の委託事業及び財団の自主事業ともに、適正な執行がなされており、経費の縮減にも努めている。
○相談事業、住民や男女共同参画サポーター向けの講座などの学習研修事業、さらに、啓発・広報等により、
地域における男女共同参画の推進に貢献している。また、職場における女性活躍推進に向け、管理職や女性
社員向けのセミナー実施や、「しまね働く女性きらめき応援会議」等にも参画し、官民一体となって事業実施に
取り組んでいる。
○今後、限られた財源の中で、より効果的な啓発事業等を行っていくためには、これまで培ってきた専門的知
識とネットワークを活かし、職員が積極的に地域に出かけ、地域のニーズにあった事業展開を行っていく必要
がある。
○島根県男女共同参画推進月間に合わせ６月に開催している「あすてらすフェスティバル」では、新型コロナウ
イルスの５類移行に伴い来場者数制限が解除となり、また、講師の知名度も高くコロナ禍前以上の集客とな
り、男女共同参画の意識醸成とともに、あすてらすの周知・利用促進が図られている。また、令和３年度からは
３月８日の国際女性デーにあわせて、女性の権利向上と男女平等について考えるためのイベントを実施し、交
流・利用促進に繋がっている。啓発広報事業では、啓発誌の特集テーマを「女性の定年後の生き方」「男女共
同参画と若者世代の意識」を取り上げ、時宜に適った内容とし、配布に加えメールでの配信も行った。また、政
治分野における男女共同参画の啓発事業として、８枚組の啓発パネルを作成し、今後講座や学習会での活用
や他啓発パネル同様貸出対応も予定している。学習研修事業等についても、参加型セミナーでは、遠方から
の参加者への対応としてオンラインと対面の併用（ハイブリッド）型で開催するなどし、全体参加者数は順調に
伸びている。相談事業については、令和４年度から「男女共同参画視点での防災研修」を新たに開始し、認知
度も上がった結果、昨年度以上の問い合わせや研修依頼があり、依頼者からの希望に沿った研修を行ってい
る。
○センター管理運営事業においては、施設維持管理経費の縮減に努めながら、利用者増加に努めている。令
和５年度においては、新型コロナウイルスの５類移行により対面による研修が増えたことで、施設利用者数
（25,700人）は前年度対比106.6％（前年実績24,096人）となった。情報ライブラリーについては、島根県立大学
との包括的連携協定の一環として、これまでの浜田キャンパスにおける情報ライブラリーの周知と蔵書の貸出
に加え、出雲キャンパス、松江キャンパスにおいても貸出を行った。また、令和５年度から県図書館協会に加
盟し広報活動を行い、さらなるPRを行った。引き続き、さらに多方面へのPRに努め、男女共同参画関連の利
用をはじめとする施設の利用促進を図っていく必要がある。
○宿泊部門運営事業においては、令和５年度の宿泊者数は、3,201人と通常ベース（3,000人）まで回復し、目
標値（3,000人）も達成した。また、令和５年度からクレジット払いを導入し利用者の利便性向上にも取り組んで
いる。宿泊者の４割がビジネスによる利用で、増加要因は新型コロナウイルスの５類移行に加え、山陰道工事
関係者の宿泊が多かったことが挙げられる。引き続き、さらに、あすてらすを活用した研修での利用をはじめ、
施設のHP等でのPRなどを積極的に行い、利用者の確保に努めていく必要がある。
○令和４年度にはＨＰをリニューアルし、デザインを一新したほか、新たに宿泊施設の予約状況の確認、情報
ライブラリの蔵書検索の機能を加え、利便性の向上に努めている。

観　点



２．総合評価

総合コメント

○職員について、現在、施設管理・総務事
務を担当する総務課は５名、男女共同参画
諸事業を担当する事業課職員は３名だが、
両課とも数年の内に職員の退職が見込ま
れる。人材確保と育成が大きな課題であ
る。

○とりわけ男女共同参画関係事業を担当
する専門職員（候補者）の確保は財団の存
続を左右する大きな問題。地方部におい
て、特別な知見をもつ者を確保するのは難
しいが、採用の方法や処遇面を検討しなが
ら、県外も含めて大学等研究機関等へ出
向くなど、候補者の確保に努める。

○特に男女共同参画関係事業を
担当する専門職員の確保と育成は
財団の存続にかかわる重要な課
題であるため、計画的な人材確保
に努められることを期待する。

○宿泊事業について、コロナ禍による宿泊
者減少により、令和３年度は大幅な欠損が
生じた。宿泊者数はビジネス利用者が多く
を占め（４割超）ており、宿泊事業の目的か
ら大きくかけ離れるが、安定的な運営を継
続するためにはこの分野へのＰＲが不可欠
である。

○宿泊事業運営は難しいが、その収益は
センター施設管理費の一部や財団職員人
件費の財源になっており、事業廃止による
影響は大きい。当面は地元大田市などとも
協議しながら利用客確保に努め、運営を続
ける。

○「あすてらす」で実施される研修
の参加者等への低廉な宿泊施設
の提供及び周辺で宿泊施設が少
なくバリアフリーに対応した宿泊施
設としては当施設のみであり、観
光・ビジネス利用のニーズへの対
応のため、事業継続が望まれてい
る。今後も安定的な宿泊事業運営
ができるよう利用促進に努められ
ることを期待する。

○当該団体は、男女共同参画に関する専門的知識と県民との幅広いネットワークを強みとして、県内全域をカバーできる唯一の団体として、
県と一体になって男女共同参画に係る啓発普及等に取り組んでいる。
○財政的には、県委託事業、公の施設の指定管理業務が、財団業務の大部分を占めるため、結果として県への財政依存度が高くなってい
る。
○平成17年度以降、センター管理運営事業における経費節減や宿泊部門運営事業における経営改善に取り組んでいることは評価できる。
○令和５年度も、セミナーをハイブリットによる開催も実施するなど感染予防や利便性向上のため臨機応変に対応を行った。また、センター管
理運営事業及び宿泊部門運営事業では、ほぼコロナ禍前の利用者数となり、貸館、宿泊ともに利用者数は回復している。感染症対策を徹底
したうえで、各事業目標を達成するため工夫して事業に取り組んでおり、評価できる。令和６年度以降も効果的な事業実施が図られるよう期
待する。今後も安定的な宿泊事業運営ができるよう利用促進に努められることを期待する。
○組織運営については、財団の給与規程の改正、女性活躍推進法に基づく行動計画策定など、働きやすい職場環境の確保や職員の処遇
改善に取り組んでいる点は評価できる。今後も、人材確保と育成に向けた取組を期待する。

団体の経営評価
報告書における
総合評価につい
て

課題の内容等 今後の方向性 評価コメント


